
サポート 

４ 
住まいの相談 

（新潟県宅地建物取引業協会） 

 
新潟県宅建協会は移住の 

際の「住まい」に関する相談窓 
口です。 
会の基本方針を「消費者に 

快適な住環境の提供を」と定 
め、住宅を通して豊かさを実感 
できる社会の実現を目指して 
おります。 
 

新潟県下に 13 か所の相談窓口があり、月に 3 回
無料相談会を開催し、不動産に関するさまざまな事
柄にアドバイスを行っております。新潟県内の不動産
業者の８０％以上が宅建協会に所属し、会員が登
録するハトマークサイトには、常時物件数が５０００
件あり、充実したネットワークにより不動産取引のお手
伝いを致します 

 

家を借りたい、買いたい、相場、注意する点等 

 不動産に関する相談 
ブースＰＲ 

●不動産に関するあなたの知りたい情報を提供します。 
 ・新潟の物件情報を提供しております。 
  ハトマークサイト 
  http://www.niigata-takken.or.jp 
  スマートフォン物件サイト 
  https://www.niigata-takken.jp 
 
・家を借りたい、買いたい、相場を知りたい。 
・不動産を選ぶ際のポイント、手続の方法を教えて欲しい。 
・地域の暮らしやすさ、生活環境が知りたい。 
・市町村の「空き家バンク」「補助金」「ＵＩターン情報」を知りたい。 

（問合せ先） 公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会 
〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石 1-3-10 
☎ 025-247-1177  ✉ takken@niigata-takken.or.jp 
ホームページ  http://www.niigata-takken.or.jp  

 

 


